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スクラム 

～令和８年度がスタートしました～ 

校長 渡 邊 幸 也  

４月に入り、春を通り越して初夏を思わせるような陽気の日も見られるようになりました。 

令和７年度末の定期人事異動により、第二特別支援学校より着任しました、渡邊幸也（わたなべゆきや）

と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。今年度は私を含めて６名の新しい教職員が着任いたしま

した。新しい環境に早く慣れ、院内小学校の一員として力を発揮できるよう、努力してまいります。 

４月10 日には第99 回入学式が挙行され、72 名の新入生を迎えました。新入生のみなさん、保護者のみ

なさま、ご入学おめでとうございます。職員一同、みなさんの入学を心待ちにしていました。義務教育９か

年のスタートです。新しい環境の中で不安や戸惑いもあるかと思います。どうぞ遠慮なく、担任にお問い合

わせください。令和８年度は児童数499名、職員数44名での船出となりました。 

本校の学校教育目標は、「自ら考え、心豊かに、たくましく生きる子どもの育成」です。「自ら考え」は、

自分の考えが表現できたり、学習の楽しさを味わったりすることができる「学力づくり」につながります。

「心豊かに」は、自分のよさを伸ばして他人を思いやることができ、礼儀正しさや命の尊さを考えることが

できる「仲間づくり」につながります。そして、「たくましく」は、物事をくじけずにやり抜き力を合わせ

一生懸命に、そして運動や遊びに進んで取り組むことで、病気やけがの予防に努めることができる「健康・

体力づくり」につながります。学校目標を達成するために、私たち教職員がしっかりと「スクラム」を組み

一丸となって取り組む所存です。スクラムとは、ラグビーで相手と組みあうセットプレーの一つです。それ

ぞれのポジションには役割があり、全員の力を合わせて前進します。一人でも力が抜けるとあっという間に

崩れて、相手に押し負けてしまいます。院内小教職員が一人一人の持ち味を発揮し、その力が合わさること

で最大の力が発揮されます。全職員でスクラムを組み、力を結集してお子様の成長を支え、学校を前進させ

てまいります。 

そして、本校のスクラムには、保護者・地域・関係者のみなさまのお力も必要です。教 

職員と保護者・地域・関係者のみなさまがスクラムを組めば、とても大きな推進力となり 

ます。力を合わせ、院内小学校をさらに前進させてまいりましょう。 

院内小学校を支える保護者のみなさま、地域のみなさま、関係者のみなさまでしっかり 

とスクラムを組んで歩む一年間のスタートです。どうぞよろしくお願いいたします。 



～令和８年度 学級担任・その他の職員紹介～   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ・お願い 
１ 電話対応時間について 

●電話対応時間：平日の午前７時３０分から午後６時まで（中学校は午後７時まで） 

※千葉市内すべての公立小中学校では、原則、上記以外の時間帯及び学校が休日の土日祝日は、電話の取り次ぎを行いませんのでご了承ください。 

２  ５～７月の主な行事予定について  

           

 

 

 

 

 

  ※上記は現在の予定です。変更もあり得ますので、ご理解・ご協力をお願いします。 

  詳細は、１７日（金）に配付する予定です。 

学校だより、学年だよりは、学校家庭間連絡システム「すぐーる」で配信します。今月号については１年生のみ紙で

も配付しておりますが、次号から配信のみとさせていただきます。ご登録がまだの方はお願いいたします。 

 ５月２３日（土）運動会 
 ５月２５日（月）振替休業 
 ６月１２日（金）学習参観・引き渡し訓練 
 ６月１５日（月） 

～１７日（水）５年移動教室 

７月 ９日（木） 
  ～１４日（火）個人面談 
 ７月１７日（金）夏休み前全校集会 
７月１８日（土） 

～８月３１日（月）夏季休業 
  

生命の安全教育月間について 
千葉市は、子どもたちが性暴力の加害者や被害者、傍観者に

ならないよう、教育・啓発活動の充実等を進めています。その

取組の一つとして、令和４年度より毎年４月を「生命（いのち）

の安全教育月間」とし、生命の尊さやすばらしさ、自分を尊重

し大事にすること（被害者にならない）、相手を尊重し大事に

すること（加害者にならない）、一人一人が大事な存在である

こと（傍観者にならない）を学ぶこととしています。 

学校における合理的配慮の提供について 
 

平成２８年４月１日から公立学校において、合理的配慮の提

供が義務とな っております。合理的配慮は、子どもに合った

必要かつ適当な変更及び調 整で、特定の場面において必要と

され、過度な負担を課さないものです。 学校に合理的配慮の

提供を求める場合には、学校（学級担任）に申し出ください。 

 
 
 
 
 

名前はすぐーる配信の学校だよりをご覧ください。 


